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各派代表質問

市
立
幼
稚
園
・
保
育
園
の
在
り
方

問　
今
後
の
市
立
幼
稚
園・
保
育
園
の
在
り

方
に
対
す
る
現
在
の
検
討
状
況
は

答　
幼
稚
園
な
ど
の
就
学
前
施
設
の
今
後
の

在
り
方
と
し
て
「
公
立
園
の
在
り
方
」「
幼

稚
園
の
再
編
基
準
」「
市
立
認
定
こ
ど
も
園

へ
の
移
行
」
に
つ
い
て
有
識
者
か
ら
の
意
見

を
参
考
に
検
討
し
て
い
る
。
検
討
内
容
と
し

て
、
公
立
園
の
在
り
方
で
は
、
地
域
の
子
育

て
支
援
の
拠
点
と
し
て
先
導
的
に
よ
り
よ
い

保
育
・
教
育
を
実
践
す
る
こ
と
、
幼
稚
園
の

再
編
基
準
で
は
、
現
在
の
画
一
的
な
基
準
を

見
直
す
必
要
が
あ
る
こ
と
、
認
定
子
ど
も
園

へ
の
移
行
で
は
、
地
域
の
状
況
を
踏
ま
え
た

導
入
の
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
な
ど
、
調

整
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
令
和
３
年

３
月
中
に
示
す
予
定
で
あ
る
。

ま
ち
づ
く
り
に
対
す
る
市
の
姿
勢

問　
立
地
適
正
化
計
画
の
策
定
に
よ
っ
て
、

ま
ち
が
区
域
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
に
市
民
か

ら
不
安
の
声
が
出
て
い
る
。ま
ち
づ
く
り
は
、

市
民
、行
政
、地
域
事
業
者
な
ど
が
一
体
と

な
っ
て
進
め
て
い
く
べ
き
で
あ
り
、市
は
、市

民
と
の
丁
寧
な
意
見
交
換
や
説
明
を
尽
く
す

必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、市
の
見
解
は

答　
本
計
画
は
長
期
的
な
視
点
で
緩
や
か
に

都
市
構
造
を
変
え
て
い
く
も
の
で
、
区
域
の

設
定
が
ま
ち
を
分
断
す
る
と
は
考
え
て
い
な

い
。
ま
た
、
策
定
に
向
け
出
前
講
座
な
ど
を

実
施
し
て
お
り
、
計
画
策
定
後
も
説
明
に
努

め
る
。
本
計
画
の
議
論
に
限
ら
ず
、
持
続
可

能
な
ま
ち
づ
く
り
実
現
に
向
け
地
域
の
直
面

す
る
暮
ら
し
の
課
題
を
共
有
し
、
共
に
解
決

す
る
取
り
組
み
を
部
局
連
携
で
進
め
て
い
く
。
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大
津
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ネ
ッ
ト
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村
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そ
の
他
の
質
問
　
市
政
運
営
方
針

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム　
ス
ポ
ー
ツ
振
興

新
年
度
予
算
編
成
方
針　
庁
舎
整
備　
な
ど

そ
の
他
の
質
問�

新
年
度
予
算
編
成
方
針

核
兵
器
禁
止
条
約
の
批
准　
少
人
数
学
級
の
推
進

電
子
市
役
所　
事
業
者
支
援・雇
用
対
策　
な
ど

※ 代表質問の答弁の後、これらの検
討結果を踏まえた市立幼稚園・保
育園の今後の方針が公表されま
した。

　 　詳しくは、市のホームページを
ご覧ください。

立地適正化計画策定に係る
出前講座の様子

コ
ロ
ナ
禍
の
地
域
経
済
へ
の
支
援

問　
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
打
撃
を
受
け
て
い

る
地
域
経
済
に
対
し
て
さ
ら
な
る
下
支
え
が

必
要
だ
が
、今
後
の
支
援
の
在
り
方
は

答　
令
和
３
年
度
は
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
・
デ
リ

バ
リ
ー
等
導
入
促
進
支
援
補
助
金
の
継
続
や
、

市
内
中
小
企
業
魅
力
発
信
事
業
な
ど
を
実
施

す
る
。
ま
た
国
や
県
の
補
助
金
制
度
を
周
知

す
る
と
と
も
に
、
専
門
家
に
よ
る
個
別
支
援

や
商
工
団
体
な
ど
と
の
連
携
を
通
じ
て
活
用

を
促
し
て
い
く
。
中
長
期
的
な
視
点
で
は
、

地
域
産
業
や
中
小
企
業
振
興
に
関
す
る
条
例

の
制
定
や
ビ
ジ
ョ
ン
の
策
定
を
進
め
る
。

道
路
舗
装
の
長
寿
命
化

問　
道
路
維
持
修
繕
費
の
縮
減・
平
準
化
を

図
る
に
は
、計
画
的
な
予
防
保
全
型
の
舗
装

修
繕
を
も
っ
て
道
路
の
長
寿
命
化
に
継
続
的

に
取
り
組
む
べ
き
と
考
え
る
が
、見
解
は

答　
対
象
路
線
を
重
点
化
し
た
計
画
的
か
つ

効
率
的
な
舗
装
改
修
が
、
舗
装
の
長
寿
命
化

や
事
業
費
の
平
準
化
を
図
る
上
で
有
効
と
考

え
る
。
ま
た
、
国
の
地
方
債
制
度
の
適
用
を

受
け
る
た
め
に
長
寿
命
化
計
画
の
策
定
を
進

め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
も
道
路
の

適
正
な
維
持
管
理
と
予
防
保
全
を
意
識
し
た

舗
装
の
長
寿
命
化
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
社
会
の
実
現

問　
日
本
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
社
会
と
は
ほ

ど
遠
く
、そ
の
実
現
に
は
、ま
ず
は
自
治
体
レ

ベ
ル
で
取
り
組
み
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
社
会
実
現
に
向
け
た
市
長

の
認
識
と
、市
の
管
理
職
の
継
続
的・系
統
的

な
研
修
の
実
施
に
対
す
る
見
解
は

答　
全
て
の
人
々
が
多
様
な
個
性
を
互
い
に

尊
重
し
、
最
大
限
に
力
を
発
揮
で
き
る
社
会

を
目
指
し
て
、
人
権
に
鑑
み
な
が
ら
幅
広
く

取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、

固
定
的
性
別
役
割
分
担
意
識
が
な
い
職
場
環

境
を
目
指
し
、
必
要
な
研
修
を
継
続
す
る
。

公
費
に
よ
る

Ｐ
Ｃ
Ｒ
等
検
査
の
抜
本
的
拡
大

問　
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
防
止
に
は
、ウ

イ
ル
ス
の
特
徴
を
踏
ま
え
、早
期
に
感
染
者

を
発
見
し
、必
要
な
措
置
を
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。市
に
よ
る
感
染
拡
大
地
域
の
集

中
検
査
と
、高
齢
者
施
設
な
ど
で
の
公
費
に

よ
る
社
会
的
検
査
の
実
施
が
必
要
で
は

答　
お
述
べ
の
検
査
は
、
実
効
性
や
検
査
体

制
の
課
題
な
ど
か
ら
実
施
は
困
難
だ
が
、
ワ

ク
チ
ン
集
団
接
種
の
準
備
を
進
め
る
一
方
で
、

高
齢
者
施
設
の
利
用
者
や
従
事
者
へ
の
巡
回

接
種
の
検
討
を
進
め
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て

高
齢
者
施
設
で
の
感
染
拡
大
防
止
を
図
る
。


